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「離島の活力再生支援事業」実施要領 
 
 

下記のとおり、「平成 24 年度 離島の活力再生支援事業」の企画提案書を募集し

ますので、応募しようとする方は、下記事項にご留意ください。 

 

１．趣 旨 
（１）目的 

離島は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用・管理、自然環境の保

全とあわせて、国民の「癒しの空間」の提供など、国家的・国民的役割を担っています。 

一方、離島地域は恒常的な人口減少、少子高齢化に直面し基幹産業である農林水産業が低

迷するなど、離島を取り巻く環境は厳しい状況となっています。 

このため、離島地域自らの創意工夫を前提に、先導的な地域活性化への取組の実施を通じ、

離島の国家的役割等の維持や新たな島づくりの担い手の育成及び離島社会の維持・再生を図

る取組を支援する仕組として、「離島の活力再生支援事業」を実施し、離島地域の活性化を図

ることに加え、その成果を他の離島地域の活性化の取組にも反映させることにより、離島地

域全体の活性化に活かすことを目的としています。 

 

（２）概要 

本事業は離島地域自らの創意工夫を前提に、先導的な取組を通じ、離島の国家的役割等の

維持、新たな島づくりの担い手育成及び離島社会の維持・再生を図る取組を支援する仕組み

を設けることにより、離島地域（注１）の活性化を図るものです。 

本実施要領に基づいて応募された提案事業のうち採択するための選考は、国土交通省が設

置する第三者委員会（注２）が行います。 

採択された提案事業の実施に当たり、書面での進捗状況の報告を求めたり、第三者委員会

及び国土交通省による現地での事業の実施状況等に関するモニタリング調査を実施するほか、

平成 24 年度末に行われる東京での事業報告会において各事業実施団体から取組の内容・成果

について報告をしていただくことになるので、採択された事業実施団体には上記状況報告や

モニタリング調査、事業報告会出席等に協力していただく必要があります。 

 

（注１）離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を指します。 

（注２）国土交通省が直接あるいは契約によって設置する複数の有識者等からなる委員会です。 

 

２．募集方法 
（１）応募主体 

本事業に応募できる主体は、次の①あるいは②に該当する団体で、かつ警察当局から、暴

力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等か

らの排除要請があり、当該状態が継続している者でない団体です。 

 

①離島において島づくり活動を行う民間団体等（注３）による応募 

ア．離島地域において既に活動を行っているか、今後同地域において活動する意思及び計

画を有する民間団体等を対象とします。 

 

イ．アに該当する団体は単独でも連名でも応募できます。ただし、連名の場合には代表団

体を定めた上で当該代表団体が応募するものとします。 

 

ウ．複数の上記民間団体等あるいは上記民間団体等と地方公共団体等（注４）から構成される

協議会等（注５）も応募することも可能です。なお、同協議会等組織のほとんどの構成員

が離島地域を行政区域に含む地方公共団体であり、かつ同組織の代表者が地方公共団体
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の首長あるいはそれに準ずる立場にある者が兼務している場合は、②の離島関係市町村

（注６）による応募と同様の取扱いとします。 

 

エ．ウの複数の民間団体等及び地方公共団体等の中には、離島地域における活動を支援す

ることに賛同し、協働する離島地域外の団体を含むことも可能ですが、離島地域を活動

拠点とする団体が代表又は幹事として応募することが必要です。 

 

（注３）民間団体等には、離島地域を主な活動拠点とする特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）及び法人格の無

い任意団体から観光協会、漁業協同組合、農業協同組合、法人企業が含まれます。 

（注４）地方公共団体の他、公社・公団、第３セクター企業、公益法人及びそれらに準ずる組織を指します。 

（注５）地方公共団体が組織する法人格の無い任意団体を含みます。 

（注６）離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を行政区

域内に含む市町村を指します。 

 

②離島関係市町村による応募 

ア．本事業は、単独あるいは複数の離島関係市町村が連名で応募できます。ただし、連名

の場合には代表市町村あるいは幹事団体を定めた上で当該代表団体から応募するもの

とします。 

 

イ． ①の民間団体等が主体となった島づくりのための活動等に賛同し協働する離島関係市

町村は、当該民間団体と連名の上、代表して当該提案事業について応募することができ

ます。 

 

ウ．単独又は複数の離島関係市町村が民間団体を含む協議会等を組織している場合には、

離島関係市町村が当該協議会等を代表して応募することが可能です。 

    

エ．イ及びウの場合において、提案事業に離島地域外の団体により離島地域外において離

島地域の活動を支援するための活動を行う内容を含む場合は、離島関係市町村が代表又

は幹事として応募することを原則とします。 

 

（２）応募に際しての要件 

① 新規事業であること 

平成 21 年度島づくり地方再生推進調査支援事業、平成 22 年度及び平成 23 年度離島の

活力再生支援事業により採択された事業の継続ではないもの。 

 

② 国や都道府県等から他の財政的支援を受けていないこと 

     本事業は、国や都道府県、市町村及び公益法人等から財政的支援を受けて行っている

取組については、対象外とします。 

（ただし、本事業対象部分と、本事業以外に国、都道府県、市町村等から財政的支援

を受けて実施する「関連事業」の対象部分との事業範囲が明確に区別され、一体的に実

施することで相乗効果が期待されると認められる場合はこの限りではありませんが、明

確にしていただく必要があります。） 

 

③ 民間団体等の応募要件 

ア．代表者の定めがあること 

 

イ．各事業の取組にあたり、団体としての意思決定の方法、事務処理、会計処理の方法

及び責任者等を明確に示す規約、その他の規定が定められていること。（規約、規定

の提出が必要です。） 

 

ウ．本事業への応募は、団体の総意に基づいていることが必要であるため、総意による
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決定をした会議の議事記録及び団体名簿を提出すること。 

 

エ．各事業の取組にあたり、事業実施期間を通じて報告書作成や事業内容についての連

絡調整に対応できる責任者が決められており、かつ、明確に示されていること。 

 

オ. 各事業の取組の実施体制が、明確に定められていること（原則として提案のあった

体制の変更は認めない）。 

 

カ．応募しようとする提案事業は、離島関係市町村及び都道県それぞれの既存支援メニ

ューに該当していないことの確認を経ていること。 

（申請時期、金額の大小に関わらず当該提案事業に対する支援メニューが存在する場合

は応募できません。） 

 

キ．採択された事業の契約代金の受領の際に使用する口座は、契約書に記載する受注者

の名義であること。 

 

  ④ 離島関係市町村の応募要件 

離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象

となる地域が行政区域内に存在すること。 

    

⑤ 民間団体等及び離島関係市町村に共通する応募要件 

ア．同一団体からの応募は１件 

同一の団体が応募できる提案事業は１件に限る。ただし、異なる民間団体との連名

提案で、異なる提案内容の提案事業について応募する場合、同一の団体が複数の応募

に参加することを認める。 

 

イ．モニタリング調査及びフォローアップ調査への協力 

提案事業の応募団体は、提案を採択された場合に、国土交通省が実施するモニタリ

ング調査及び提案事業終了後の取組について次年度以降に実施するフォローアップ調

査に協力することを了承できることを前提とする。 

 

ウ．事業報告会への出席承諾 

提案事業の応募団体は、提案事業が採択された場合に、国土交通省が当該年度中に

設定する事業報告会に出席し、それぞれの提案事業の成果について報告を行うことを

前提とする。 

 

エ．中間報告 

事業実施期間中において、進捗状況の中間報告（8月末頃及び 12 月を予定）を適正

に行えること。 

 

オ．スケジュール管理 

随時求める取組のスケジュール管理の状況報告を適正に行えること。 

 

カ．実施体制等の準備 

本事業における実施期間が短いため、契約直後から実施できる体制づくりや取組の

準備があること。 

 

キ．再委任等の制限 

提案事業の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせて実

施するものではないこと。例えば、外部委託による研修や講習会実施等が事業の主た

る部分となっていないこと。 
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（３）提案事業企画の視点と対象分野・テーマ 

    本事業の対象となる提案事業は、離島地域において島づくりの主体となるべき民間団体

等や離島関係市町村が、現状の課題を克服し、離島地域の活性化を具体化させるための島

づくりを計画及び構想するに際して、先導的な取組として、以下のような視点に立ち、提

案事業の内容を十分説明できることを前提に、幅広い分野からテーマを設定できます。取

組自体だけでなく、その取組に必要な計画策定作業や構想策定作業も対象となります。 

 

   ① 提案の視点 

    ア．公益性の確保 

・特定の団体等の利益のみを追求するのではなく、広く成果を離島地域に還元するこ

とを明確にしていること。 

・国又は地方公共団体等が策定する計画や構想に合致していること。 

 

    イ．先導性の発揮、地域活性化への有効性 

・他の離島地域の取組等に対する先進性を有すること。 

・当該市町村の活性化に繋がる取組であること。 

・当該離島地域が抱える課題に対して有効な取組であること。 

 

    ウ．総合性及び持続可能性の確保 

・離島地域を振興するためのプロジェクトとしての総合性を有していること。 

・事業実施期間終了後も提案事業を継続する見込みがあること。 

・持続的に離島地域の活性化に繋がる取組であること。 

 

    エ．地域経営手法・能力の開発・向上 

・離島地域における民間団体等または行政の企画・実施能力の向上に寄与すること。 

・当該離島地域の自立に繋がるネットワークづくりや団体立ち上げに寄与すること。 

 

オ．地域特性への適合 

・地域特有の自然環境、伝統文化、地場産業、歴史的建造物などを有効に活用されて

いること。 

・地域の経済・社会・産業構造を活かす仕組みとなっていること。 

・地域特性を活用し、新規産業の育成や雇用の創出に繋げることに寄与すること。 

 

    カ．社会的ニーズへの対応 

・都市と離島の交流、国際交流、国民の健康増進、環境保全・循環型社会、低炭素社

会への貢献等社会的ニーズを捉えていること。 

 

    キ．取組実施に際しての熟度・練度 

・事業の実施期間（7月下旬～3月上旬を予定）内に成果をあげるために必要な、対象

とする分野、地域の課題について十分な把握、分析、検討が行われ、取組の目的及

び内容が的確に明確化されており、かつ、実施体制が整えられており、また取組を

実施するできる計画が適切に示されているなど実施準備の熟度・練度があること。 

 

② 対象分野・テーマの例 

ア． 離島と本土とのハンデキャップを克服するための取組み 

 

イ． 離島地域の住民生活環境の向上 

 

ウ． 複数の定期航路を連携させる観光振興の先導的取組 
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エ．自然環境保全活動と交流促進の両立 

 

オ．伝統文化やまち並みの保全や再生活動による地域活性化と交流の促進 

 

カ． 商品開発や販路開拓による地場産業の振興と雇用創出 

 

キ．人材の育成・活用、確保 

 

ク．ＵＪＩターン者、二地域居住者、長期滞在者の受入体制整備、受入の促進  

 

ケ．社会福祉や健康増進のニーズを踏まえた交流体制整備、交流促進 

 

コ．ア～ケの複数の分野・テーマを含むもの 

 

サ．その他離島振興の先導的分野・テーマ（第三者委員会が認めるもの） 

 

（４）事業対象期間（実施期間） 

本事業の対象として実施する取組の事業対象期間は、平成 24 年度中限りとします。（契約

締結の翌日から概ね平成 25 年 3 月上旬まで。詳細は契約締結時にお知らせします。） 

（注）なお、事業対象期間終了後において提案事業を国費適用と関係なく自主的に継続して

運営されることを妨げることはありません。 

  

（５）提案事業において国費の支出対象となる取組と経費 

  ①支出対象となる取組 

社会実験的内容を含む具体的な実践活動の経費、次年度以降の具体的な行動計画を含む計

画の策定経費、住民等を含めた関係者間の合意形成経費、外部からのアドバイザー招へい等

を通じた人材育成・研修経費、普及啓発等活動経費を国費の支出対象として想定しています

が、ただし、２．（２）⑤キに留意して下さい。 

   

②支出対象となる経費及びならない経費 

（適用対象とする経費の例） 

提案事業を実施するための①にかかる人件費、提案事業に要する旅費、機材レンタ

ル経費、消耗品費等諸経費、会場借料、会場設営等の役務費、印刷製本費等 

（適用対象とならない経費の例） 

用地取得費、施設整備費、外国への視察旅費、他の業務と峻別することができない

人件費、備品費（耐久消費財等）、営利のみを目的とした活動と見なせる活動に要した

経費等 

 

 
３．選定方法 
（１）第三者委員会による提案事業の選考作業の実施 

応募された提案事業については、提出書類（様式 1～９及び資料Ａ・Ｂ・Ｃ）に不足がな

く上記「２．募集方法」に従って応募されたものについて、国土交通省が設置する第三者委

員会（国土交通省外部の３名以上の有識者）により選考されます。委員による採択候補の提

案事業の選考は、本事業目的を十分踏まえた上で「２．募集方法（３）①提案の視点」で示

したア～キの視点に合致しているかという観点から審査を経て行われます。 

   

（２）提案事業の選定及び参考業務規模の決定 

提案事業の選定及び参考業務規模については、上記（１）の第三者委員会による選考結果

を踏まえ、予算の範囲内で、国土交通省国土政策局に設置する企画競争委員会における審査
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を経て決定します。提案事業１件当たりの参考業務規模は上限 400 万円とし、300 万円程度

を想定しています。（なお、これは自己負担額を含む総事業費の上限を設定するものではあり

ません。） 

 

４．調査実施スケジュール 
（１）提案事業の選定 

   国土交通省が設置した第三者委員会が選考する相対的に優れた提案について、国土交通省

国土政策局に設置された企画競争委員会が選定します（６月下旬目途）。 

 応募主体に対しては、必要に応じ、追加資料提出、提案内容の追加・修正、ヒアリング等

への対応をお願いすることがあります。 

   なお、提案書提出後締切日までにおいて、提案書に記載している提案事業の根幹にかかわ

る変更があった場合、当該提案書の応募団体は速やかに離島関係市町村及び担当窓口（「５．

（６）提出先及び問い合わせ先」を参照）へ連絡するとともに、変更後の提案書をメール及

び郵送にてお送り下さい。  

 

（２）契約手続 

 選定された提案事業は、国土交通省国土政策局にて別途、請負契約の手続を行う予定です。

（６月下旬～７月上旬目途）。 

 なお、契約手続きに際し、採択された提案事業に係る仕様書の確定作業について、またモ

ニタリング調査等に必要な所要のデータ等の提供について、当該団体に対して個別に協議や

協力依頼をさせていただきますので予めご了承下さい。 

 本事業の実施にかかわる経費は、提案事業実施後に納入された報告書を検査した契約内容

の履行確認後、精算払いとさせていただきます。 （いかなる場合でも概算払いは行いませ

んのでご留意願います。） 

 

 

５．提案事業申請書類の提出 
  提案内容については、（４）の申請様式にて提案事業の内容等が分かるよう、具体的かつ簡潔・

明瞭に記入の上、提出して下さい。 なお、各様式及び参考資料はすべて電子ファイル（様式８

の推薦書及び様式９の確認書も公印部分を含めＰＤＦファイルに変換して下さい）で提出する

ことを原則とします（様式８及び９は別途郵送による提出も行って下さい。提案書提出期限ま

でに郵送提出のないものは一切受付いたしません。）。 

 

（１）民間団体等の提出先 

   提案事業の応募を希望する民間団体等の皆様につきましては、当該提案事業が離島関係市

町村及び都道府県それぞれの既存支援メニューに該当していないことの確認を経たうえで、

申請書類一式を直接、国土交通省国土政策局の担当者（「（６）提出先及び問い合わせ先」を

参照）にご提出ください。 

 

（２）離島関係市町村の手続き 

   民間団体等より提案事業についての推薦の依頼がありましたら、貴市町村の当該提案事業

に対する支援メニューの有無を確認（申請時期、金額の大小に関わらず当該提案事業に対す

る支援メニューが存在する場合は応募出来ません。）して頂くとともに、当該提案事業の内容

について「２．募集方法（３）①提案の視点」で示したア～キに合致しているか確認してい

ただき、様式８（推薦書）を民間団体等へお渡しください。 

   なお、離島関係市町村が実施主体として応募する場合についても、同様の確認が必要とな

ります。 

 

 

（３）離島関係都道県の手続き 

   民間団体等より提案事業に対する支援メニューの有無の照会がありましたら、確認（申請
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時期、金額の大小に関わらず当該提案事業に対する支援メニューが存在する場合は応募出来

ません。）のうえ様式９にて民間団体等への回答をお願いいたします。 

 

（４）申請様式 

①様式１：提案事業説明書（地域の課題、目的、取組内容、効果等）  

提案書の作成に当たっては、本実施要領の趣旨をご理解の上、提案事業における

活動について、地域の課題、目的、事業内容、効果等などが客観的にイメージでき

るよう具体的に記載して下さい。また、「提案の視点」に示された事項にいかに対応

しているかを具体的に記載して下さい。さらに、事業によりどのような効果が見込

めるのか、達成目標として観光入込み客数や雇用者数などできるだけ定量的な指標

を織り込む形で記載して下さい。 

※特に、記載いただく提案事業の活動内容が抽象的で明確なイメージができない

ものなどは、選定が困難となりますのでご注意下さい。 

 

②様式２：提案事業実施フロー図 

契約の時期と想定される６月下旬以降の活動を記入して下さい。様式１に記載し

た説明のうち、平成 24 年度に本事業により取り組む部分について取組全体との関係

が明確に分かるように記載して下さい。 

提案事業の実施が、複数年度にわたる場合には、平成 25 年度以降の計画について

もできるだけ具体的に記入して下さい。 

 

③様式３：提案事業実施体制表 

実施体制の配置予定者の氏名・所属団体名（役所名）及び担当する分担業務の内

容を記入して下さい。主従自社に連絡が取れない場合でも連絡を受けることができ

る準代表者についても記載して下さい。 

 

④様式４：応募団体整理表 

応募団体及び推薦市町村の確認を行った担当者、連絡先を記入して下さい。 

 

⑤様式５：他の補助、支援事業等の適用 

本事業への提案事業若しくは当該提案事業以外で提案事業に関連する調査・事業

について、国・地方公共団体（都道府県、市町村）の補助事業、公益法人や民間企

業等が実施している支援事業等に今年度応募予定又は既に応募済み、若しくはこれ

までの取組について採択されたものがある場合は、それら支援事業等の実施機関と

名称、貴団体が行う又は行った事業の名称と概要を記入して下さい。   

 また、本事業への提案事業以外で提案事業に関連する調査・事業については、事

業範囲が明確に区別され、一体的に実施することで相乗効果が期待されることが分

かるよう、「応募等をした事業の概要」欄に記載して下さい。 

 

⑥様式６：仕様書（案） 

本事業による調査請負契約に添付する仕様書（案）を作成してください。 

「１．事業目的」については様式１に記載している地域の課題、目的、事業内容、

効果等を踏まえ記載し、「２．事業の内容」については様式１に記載した平成 24 年

度に本事業により採択された場合に取り組む内容を記載して下さい。 

 

⑦様式７：積算内訳 

様式６の仕様書（案）に示された内容に基づき、概算見積額の根拠となる積算内

訳を作成して下さい。 

 

⑧様式８：推薦書 ※離島関係市町村が作成し、民間団体等が提出します。 

提案事業に対し、既存支援メニューに該当していないことの確認をして下さい。
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また、提案事業の内容について確認していただいたうえで、推薦書を作成して下さ

い。 

 

⑨様式９：確認書 ※都道県が作成し、民間団体等が提出します。 

提案事業に対し、既存支援メニューに該当していないことの確認して下さい。 

 

⑩資料Ａ（様式任意）：応募団体の構成、活動実績、団体の規約又は規定等 

応募団体（複数の団体から構成される協議会等含む）の構成及び概要、活動実績

等が分かる資料と規約、職名等、役割及び氏名を記載した名簿の写しを提出して下

さい。  

 

⑪資料Ｂ（様式任意）：活動地域及び活動地域内における状況 

提案事業における活動地域を示した地図、活動地域における人口減少、高齢化等

の状況 その他の地域の現状や課題が分かる資料を提出して下さい。  

 

⑫資料Ｃ（様式任意）：提案提出が団体の総意に基づく旨の申告書 

各団体の総意として提案提出の合意を得た会議の日時等を記載している議事録

及び当該会議に出席した者を資料Ａの名簿に○を付したものを提出して下さい。 

 

（５）応募締切り 

提出書類の締切日 

   平成 24 年 5 月 9 日（水）18:00＜厳守＞ 

※電子メールについては、「（６）提出先及び問い合わせ先」担当者のパソコンの認識に

よる 18:00 とします。 

※郵便については、締切日当日の消印までを有効とします。 

 

（６）提出先及び問い合わせ先 

   下記の担当両者に同時に電子メールで提出して下さい。 

ただし、様式８の離島関係市町村の推薦書及び様式９の都道県の確認書の原本については

郵送にて１部提出して下さい。 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3  

国土交通省国土政策局離島振興課 冨永、金子 

Mail：tominaga-k2b5 あっと mlit.go.jp 
：kaneko-y222 あっと mlit.go.jp 
（あっとを@に置き換えて送信願います） 

TEL ：03-5253-8421（課直通） 

 

※提出していただいた書類等の扱い 

   提出していただいた書類等については、国土交通省のホームページや配付資料等として公

開させていただく場合があります。このため、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合

には、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を済ませた上でご提出くださ

い。 

 なお、書類等の返却はいたしませんので、ご留意下さい。 

以  上 


